
 

 
全国初 福岡県暴力団排除条例の成立 
       （平成２２年４月１日施行） 
暴力団を利用しない、恐れない、お金を出さない  
 
条例の主な内容 
○ 事業者が、暴力団の威力を利用する目的や暴力団に
 協力する目的のため、暴力団に金を渡す商取引をする
 ことなどが禁止されます。 
     （悪質な違反には「処罰」「公表」） 
 
○ 暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取
 引を行うことが禁止されます。 
      （悪質な違反には「公表」） 
 
○ 暴力団を相手とする民事裁判への県の支援が強化さ
 れます 
○ 学校等周辺区域における暴力団事務所の開設・運営
 が禁止されます。 
     （違反した場合は、処罰されます。）    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暫 定 値 
平成 21 年 1１月号 

行 橋 警 察 署 

生 活 安 全 課 

交通安全情報 

（10月末）

平成20年平成21年 増減 増減率

車上ねらい 48 23 -25 -52.1%

自 転 車 盗 13 23 10 76.9%

オー トバイ
盗

1 7 6 600.0%

自販機ねら
い

8 8 0 0.0%

部品ねらい 7 10 3 42.9%

性 的 犯 罪 2 0 -2 -100.0%

強 盗 1 0 -1 -100.0%

空 き 巣 34 40 6 17.6%

居 空 き 3 2 -1 -33.3%

忍 込 み 6 12 6 100.0%

自 動 車 盗 3 0 -3 -100.0%

ひ っ た く り 1 0 -1 -100.0%

合　　計 127 125 -2 -1.6%

発　　生　　状　　況
  ※交通死亡事故が多発しています。  
 
１ 10/31 日 18 時ころ、行橋市内で軽四乗と歩行者 
 の事故により歩行者の女性（85 歳）が死亡。 
２ 11/20 日 8 時 35 分ころ、みやこ町内で普通乗用 
 と原付バイクの事故によりバイクの女性（76 歳） 
 が死亡。 
３ 11/21 日 4 時 55 分ころ、行橋市内で軽四貨と普 
 通貨物の事故により軽四貨の女性（46 歳）が死亡。
 ○  交通死亡事故が、計９件発生！ 
 ○  人身交通事故は、昨年同時期   
   より、減少！              
 交通死亡事故は、既に昨年の４件４名を上回り９件 
 ９名の尊い命が失われています。  
  なお、人身交通事故については、９１０件（死亡 
 事故を含む、昨年同期比－７５件）、負傷者は、  
 １２５６人（死亡事故を含む、昨年同期比－９４人）
 といずれも減少しています。（１０月末現在） 
 ドライバーの皆さん！思いやり・譲り合いの気持ち 
 を持って交通マナー向上に努め、安全安心な交通環 
 境を実現させましょう。 

 

 

    街頭犯罪等身近な犯罪の抑止  
   
※ 行橋署の街頭犯罪等発生状況は、１１月１５日現在 
  の認知件数が１０７３件と、前年比較して増加傾向に 
  あり、特に、自転車・オートバイ盗の乗り物盗や、空 
  き巣等の侵入窃盗が多発しています。 
  被害に遭わないために、次のことに注意して下さい。
１ 自転車・オートバイ盗 
   ～ＪＲ等の駅、大型商業施設において多発 
 ◎ わずかな時間の駐輪も必ずＷロック      
  「シリンダー錠（馬てい錠）」＋ 
      「ワイヤー錠・Ｕ字型錠」をする。 
 ◎ 防犯登録ステッカーを必ず貼付。 
２ 空き巣等 
    ～住宅街や農村地帯において多発     
 ◎ ちょっとの留守でも必ず戸締まりをする。 
 ◎ 出入り口には主錠の他に補助錠をする。 
 ◎ 風呂場、トイレの高窓、ベランダのガラス戸など
  も忘れずに戸締まりをする。 


